
自然的原因による

掘削残土の重金属汚染調査

図１　トンネル切羽での試料採取データ例

表１　自然由来の重金属に関する土壌・地下水汚染に係る種類と基準値

■     的
2003 年に土壌汚染対策法が施行

され、2009 年の一部改正では、ト

ンネルや切土等の施工で発生する

自然由来重金属を含む掘削等残土

についても同法の対象として取り

扱われることとなりました。また、

2011 年の省令改正では、自然由来

汚染に関し、調査方法等の特例措

置が設けられています。

このような自然由来の重金属を

含む残土や周辺地下水が人の健康

に影響をおよぼすおそれのある場

合は、その影響防止を目的に調査、

設計、施工およびモニタリングを

行う必要があります。

■  対象となる重 属の種類と基準値
自然由来の重金属を含む残土や地下水に係る法律としては、「環境基本法」、「土壌汚染対策法」、

「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」、「水質汚濁防止法」があります。また、各地方自治体

にも条例が定められています。

対象となる重金属の種類と基準値は、表１に示すとおりです。人為由来による重金属汚染の可

能性がなく、自然由来による重金属汚染の可能性がある場合は、カドミウム、六価クロム、水銀、

セレン、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素を対象とするのが一般的ですが、周辺に農用地がある場合や

残土を農用地に転用する場合には、銅についても対象とする場合があります。
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